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墨田区職員定数条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとす

る。 

 ⑴ 区長等の事務部局の職員 １，８８２人 

 ⑵ 幼稚園の園長及び教員     １８人 

            合計 １，９００人 

２ 休職、公務災害休業、育児休業、大学院修

学休業、配偶者同行休業、派遣、併任及び６

月以上の職務に専念する義務の免除の場合の

職員は、定数外とする。 

３ 〔略〕 

 〔同左〕 

第２条 〔同左〕 

 

 ⑴ 区長等の事務部局の職員 １，８４４人 

 ⑵ 幼稚園の園長及び教員     １８人 

            合計 １，８６２人 

２ 休職、公務災害休業、育児休業、大学院修

学休業、派遣、併任及び６月以上の職務に専

念する義務の免除の場合の職員は、定数外と

する。 

３ 〔略〕   

   付 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 


